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(57)【要約】
【課題】　クレジットカードを携帯することが困難な場
合にクレジットカードによる決済を可能にする承認シス
テム及び承認方法を提供する。
【解決手段】
　クレジットカード決済の承認に利用可能なバーコード
シールがクレジットカードの利用者の身体に貼着されて
おり、店頭端末装置３が、バーコードシールに記録され
ている当該利用者を認証するための認証情報と、当該バ
ーコードシールが貼着されている貼着位置を示す貼着位
置情報とを承認装置１に対して送信する。承認装置１は
、これらの認証情報及び貼着位置情報に基づいて、クレ
ジットカード決済の承認の可否を判定する。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クレジットカード決済の承認に利用可能な情報記録媒体と、当該情報記録媒体に記録さ
れている情報を読み取る情報読み取り装置と、当該情報読み取り装置によって読み取られ
た情報を用いて当該クレジットカード決済の承認を行うための承認装置とを備える承認シ
ステムであって、
　前記情報記録媒体が、
　前記クレジットカードの利用者を認証するための認証情報を記録する記録部と、
　前記利用者の身体に貼着可能な貼着部と
　を具備し、
　前記情報読み取り装置が、
　前記記録部から読み取った認証情報を含む承認用情報を前記承認装置に対して送信する
承認用情報送信手段を具備し、
　前記承認装置が、
　前記記録部に記録されている認証情報と照合可能な照合用情報を記憶する照合用情報記
憶部と、
　前記情報読み取り装置から承認用情報を受信した場合、受信した承認用情報と前記照合
用情報記憶部に記憶されている照合用情報との照合を行い、その結果に応じて前記クレジ
ットカード決済の承認を行う承認手段と
　を具備する、承認システム。
【請求項２】
　前記承認用情報送信手段が、前記貼着部の貼着位置を含む承認用情報を前記承認装置に
対して送信するように構成され、
　前記照合用情報記憶部が、前記貼着部の貼着位置を含む照合用情報を記憶しており、
　前記承認手段が、前記受信した承認用情報と前記照合用情報記憶部に記憶されている照
合用情報とに基づいて、前記貼着部の貼着位置が一致しているか否かを判定し、その判定
結果に応じて前記クレジットカード決済の承認を行うように構成されている、請求項１に
記載の承認システム。
【請求項３】
　前記承認用情報送信手段が、前記情報記録媒体の利用時刻を含む承認用情報を前記承認
装置に対して送信するように構成され、
　前記照合用情報記憶部が、前記クレジットカード決済の承認に前記情報記録媒体が利用
可能な期間を示す有効期間を含む照合用情報を記憶しており、
　前記承認手段が、前記受信した承認用情報と前記照合用情報記憶部に記憶されている照
合用情報とに基づいて、有効期間内の利用であるか否かを判定し、その判定結果に応じて
前記クレジットカード決済の承認を行うように構成されている、請求項１又は２に記載の
承認システム。
【請求項４】
　前記承認用情報送信手段が、前記情報記録媒体の利用地域を含む承認用情報を前記承認
装置に対して送信するように構成され、
　前記照合用情報記憶部が、前記クレジットカード決済の承認に前記情報記録媒体が利用
可能な地域を示す有効地域を含む照合用情報を記憶しており、
　前記承認手段が、前記受信した承認用情報と前記照合用情報記憶部に記憶されている照
合用情報とに基づいて、有効地域内の利用であるか否かを判定し、その判定結果に応じて
前記クレジットカード決済の承認を行うように構成されている、請求項１乃至３の何れか
に記載の承認システム。
【請求項５】
　前記承認用情報送信手段が、前記情報記録媒体の利用金額を含む承認用情報を前記承認
装置に対して送信するように構成され、
　前記照合用情報記憶部が、前記クレジットカード決済の承認に前記情報記録媒体が利用
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可能な金額の上限を示す上限金額を含む照合用情報を記憶しており、
　前記承認手段が、前記受信した承認用情報と前記照合用情報記憶部に記憶されている照
合用情報とに基づいて、上限金額内の利用であるか否かを判定し、その判定結果に応じて
前記クレジットカード決済の承認を行うように構成されている、請求項１乃至４の何れか
に記載の承認システム。
【請求項６】
　前記記録部に記録されている前記認証情報が不可視インクにより印刷されている、請求
項１乃至５の何れかに記載の承認システム。
【請求項７】
　前記貼着部が、前記利用者の身体に貼着された後に剥離された場合、当該剥離された痕
跡を残すように構成されている、請求項１乃至６の何れかに記載の承認システム。
【請求項８】
　前記貼着部が、前記利用者の身体に貼着された後に剥離された場合、再貼着不能なよう
に構成されている、請求項１乃至７の何れかに記載の承認システム。
【請求項９】
　クレジットカード決済の承認に利用可能な情報記録媒体と、当該情報記録媒体に記録さ
れている情報を読み取る情報読み取り装置と、当該情報読み取り装置によって読み取られ
た情報を用いて当該クレジットカード決済の承認を行うための承認装置とを用いて、当該
承認を行う承認方法であって、
　前記情報記録媒体が、
　前記クレジットカードの利用者を認証するための認証情報を記録する記録部と、
　前記利用者の身体に貼着可能な貼着部と
　を具備し、
　前記承認装置が、
　前記記録部に記録されている認証情報と照合可能な照合用情報を記憶する照合用情報記
憶部を具備しており、
　前記情報読み取り装置が、
　前記記録部から読み取った認証情報を含む承認用情報を前記承認装置に対して送信する
承認用情報送信工程を実行し、
　前記承認装置が、
　前記情報読み取り装置から承認用情報を受信した場合、受信した承認用情報と前記照合
用情報記憶部に記憶されている照合用情報との照合を行い、その結果に応じて前記クレジ
ットカード決済の承認を行う承認工程を実行する、承認方法。
【請求項１０】
　前記承認用情報送信工程において、前記情報読み取り装置が、前記貼着部の貼着位置を
含む承認用情報を前記承認装置に対して送信し、
　前記照合用情報記憶部が、前記貼着部の貼着位置を含む照合用情報を記憶しており、
　前記承認工程において、前記承認装置が、前記受信した承認用情報と前記照合用情報記
憶部に記憶されている照合用情報とに基づいて、前記貼着部の貼着位置が一致しているか
否かを判定し、その判定結果に応じて前記クレジットカード決済の承認を行う、請求項９
に記載の承認方法。
【請求項１１】
　前記承認用情報送信工程において、前記情報読み取り装置が、前記情報記録媒体の利用
時刻を含む承認用情報を前記承認装置に対して送信し、
　前記照合用情報記憶部が、前記クレジットカード決済の承認に前記情報記録媒体が利用
可能な期間を示す有効期間を含む照合用情報を記憶しており、
　前記承認工程において、前記承認装置が、前記受信した承認用情報と前記照合用情報記
憶部に記憶されている照合用情報とに基づいて、有効期間内の利用であるか否かを判定し
、その判定結果に応じて前記クレジットカード決済の承認を行う、請求項９又は１０に記
載の承認方法。
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【請求項１２】
　前記承認用情報送信工程において、前記情報読み取り装置が、前記情報記録媒体の利用
地域を含む承認用情報を前記承認装置に対して送信し、
　前記照合用情報記憶部が、前記クレジットカード決済の承認に前記情報記録媒体が利用
可能な地域を示す有効地域を含む照合用情報を記憶しており、
　前記承認工程において、前記承認装置が、前記受信した承認用情報と前記照合用情報記
憶部に記憶されている照合用情報とに基づいて、有効地域内の利用であるか否かを判定し
、その判定結果に応じて前記クレジットカード決済の承認を行う、請求項９乃至１１の何
れかに記載の承認方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クレジットカード決済の承認を行う承認システム及び承認方法に関し、特に
利用者がクレジットカードを所持していない場合であっても当該承認を行うことが可能な
承認システム及び承認方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　クレジットカードの利便性を高めるために、常時携帯することが多い携帯型電話機にク
レジットカード機能を持たせる技術が種々提案されている。例えば、特許文献１には、自
端末の認証を移動通信網に対して要求し、その要求に対する認証結果情報を当該移動通信
網から受信し、受信した認証結果情報とクレジットカード情報とを出力するように構成さ
れた携帯型電話機等の移動端末が開示されている。この移動端末によれば、信頼できる移
動通信網から受信した認証結果情報とクレジットカード情報とを外部に出力することが可
能になるため、当該クレジットカード情報の信頼性を高めることができる。その結果、ク
レジットカードによる決済を、携帯型電話機を用いて安全に行うことができる。
【０００３】
　上記のようなクレジットカード機能を有する携帯型電話機を利用することができれば、
カード会員が、クレジットカード自体は所持しておらず、携帯型電話機のみを携行してい
るような場面においても、クレジットカードによる決済を行うことが可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１４１３９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、海水浴場及びプールのように、クレジットカードは勿論のこと、携帯型
電話機をも携帯することが通常困難な状況においては、たとえ海水浴場及びプールの近辺
にクレジットカードを利用することが可能な店舗等が存在していたとしても、上記の従来
の技術を利用することはできず、クレジットカードによる決済を行うことができないとい
う問題があった。
【０００６】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、クレジットカー
ド及びクレジットカード機能を有する携帯型電話機等を所持することが困難な場合におい
てもクレジットカードによる決済を可能にすることができる承認システム及び承認方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するために、本発明の一の態様の承認システムは、クレジットカー
ド決済の承認に利用可能な情報記録媒体と、当該情報記録媒体に記録されている情報を読
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み取る情報読み取り装置と、当該情報読み取り装置によって読み取られた情報を用いて当
該クレジットカード決済の承認を行うための承認装置とを備える承認システムであって、
前記情報記録媒体が、前記クレジットカードの利用者を認証するための認証情報を記録す
る記録部と、前記利用者の身体に貼着可能な貼着部とを具備し、前記情報読み取り装置が
、前記記録部から読み取った認証情報を含む承認用情報を前記承認装置に対して送信する
承認用情報送信手段を具備し、前記承認装置が、前記記録部に記録されている認証情報と
照合可能な照合用情報を記憶する照合用情報記憶部と、前記情報読み取り装置から承認用
情報を受信した場合、受信した承認用情報と前記照合用情報記憶部に記憶されている照合
用情報との照合を行い、その結果に応じて前記クレジットカード決済の承認を行う承認手
段とを具備する。
【０００８】
　前記態様において、前記承認用情報送信手段が、前記貼着部の貼着位置を含む承認用情
報を前記承認装置に対して送信するように構成され、前記照合用情報記憶部が、前記貼着
部の貼着位置を含む照合用情報を記憶しており、前記承認手段が、前記受信した承認用情
報と前記照合用情報記憶部に記憶されている照合用情報とに基づいて、前記貼着部の貼着
位置が一致しているか否かを判定し、その判定結果に応じて前記クレジットカード決済の
承認を行うように構成されていてもよい。
【０００９】
　また、前記態様において、前記承認用情報送信手段が、前記情報記録媒体の利用時刻を
含む承認用情報を前記承認装置に対して送信するように構成され、前記照合用情報記憶部
が、前記クレジットカード決済の承認に前記情報記録媒体が利用可能な期間を示す有効期
間を含む照合用情報を記憶しており、前記承認手段が、前記受信した承認用情報と前記照
合用情報記憶部に記憶されている照合用情報とに基づいて、有効期間内の利用であるか否
かを判定し、その判定結果に応じて前記クレジットカード決済の承認を行うように構成さ
れていてもよい。
【００１０】
　また、前記態様において、前記承認用情報送信手段が、前記情報記録媒体の利用地域を
含む承認用情報を前記承認装置に対して送信するように構成され、前記照合用情報記憶部
が、前記クレジットカード決済の承認に前記情報記録媒体が利用可能な地域を示す有効地
域を含む照合用情報を記憶しており、前記承認手段が、前記受信した承認用情報と前記照
合用情報記憶部に記憶されている照合用情報とに基づいて、有効地域内の利用であるか否
かを判定し、その判定結果に応じて前記クレジットカード決済の承認を行うように構成さ
れていてもよい。
【００１１】
　また、前記態様において、前記承認用情報送信手段が、前記情報記録媒体の利用金額を
含む承認用情報を前記承認装置に対して送信するように構成され、前記照合用情報記憶部
が、前記クレジットカード決済の承認に前記情報記録媒体が利用可能な金額の上限を示す
上限金額を含む照合用情報を記憶しており、前記承認手段が、前記受信した承認用情報と
前記照合用情報記憶部に記憶されている照合用情報とに基づいて、上限金額内の利用であ
るか否かを判定し、その判定結果に応じて前記クレジットカード決済の承認を行うように
構成されていてもよい。
【００１２】
　また、前記態様において、前記記録部に記録されている前記認証情報が不可視インクに
より印刷されていてもよい。
【００１３】
　また、前記態様において、前記貼着部が、前記利用者の身体に貼着された後に剥離され
た場合、当該剥離された痕跡を残すように構成されていてもよく、再貼着不能なように構
成されていてもよい。
【００１４】
　本発明の一の態様の承認方法は、クレジットカード決済の承認に利用可能な情報記録媒
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体と、当該情報記録媒体に記録されている情報を読み取る情報読み取り装置と、当該情報
読み取り装置によって読み取られた情報を用いて当該クレジットカード決済の承認を行う
ための承認装置とを用いて、当該承認を行う承認方法であって、前記情報記録媒体が、前
記クレジットカードの利用者を認証するための認証情報を記録する記録部と、前記利用者
の身体に貼着可能な貼着部とを具備し、前記承認装置が、前記記録部に記録されている認
証情報と照合可能な照合用情報を記憶する照合用情報記憶部を具備しており、前記情報読
み取り装置が、前記記録部から読み取った認証情報を含む承認用情報を前記承認装置に対
して送信する承認用情報送信工程を実行し、前記承認装置が、前記情報読み取り装置から
承認用情報を受信した場合、受信した承認用情報と前記照合用情報記憶部に記憶されてい
る照合用情報との照合を行い、その結果に応じて前記クレジットカード決済の承認を行う
承認工程を実行する。
【００１５】
　また、前記態様の前記承認用情報送信工程において、前記情報読み取り装置が、前記貼
着部の貼着位置を含む承認用情報を前記承認装置に対して送信し、前記照合用情報記憶部
が、前記貼着部の貼着位置を含む照合用情報を記憶しており、前記承認工程において、前
記承認装置が、前記受信した承認用情報と前記照合用情報記憶部に記憶されている照合用
情報とに基づいて、前記貼着部の貼着位置が一致しているか否かを判定し、その判定結果
に応じて前記クレジットカード決済の承認を行うようにしてもよい。
【００１６】
　また、前記態様の前記承認用情報送信工程において、前記情報読み取り装置が、前記情
報記録媒体の利用時刻を含む承認用情報を前記承認装置に対して送信し、前記照合用情報
記憶部が、前記クレジットカード決済の承認に前記情報記録媒体が利用可能な期間を示す
有効期間を含む照合用情報を記憶しており、前記承認工程において、前記承認装置が、前
記受信した承認用情報と前記照合用情報記憶部に記憶されている照合用情報とに基づいて
、有効期間内の利用であるか否かを判定し、その判定結果に応じて前記クレジットカード
決済の承認を行うようにしてもよい。
【００１７】
　さらに、前記態様の前記承認用情報送信工程において、前記情報読み取り装置が、前記
情報記録媒体の利用地域を含む承認用情報を前記承認装置に対して送信し、前記照合用情
報記憶部が、前記クレジットカード決済の承認に前記情報記録媒体が利用可能な地域を示
す有効地域を含む照合用情報を記憶しており、前記承認工程において、前記承認装置が、
前記受信した承認用情報と前記照合用情報記憶部に記憶されている照合用情報とに基づい
て、有効地域内の利用であるか否かを判定し、その判定結果に応じて前記クレジットカー
ド決済の承認を行うようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る承認システム及び承認方法によれば、クレジットカードを所持することが
困難な場合であっても容易にクレジットカードによる決済を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態に係る承認システムの構成を示すブロック図。
【図２】本発明の実施の形態に係る承認装置の構成を示すブロック図。
【図３】本発明の実施の形態に係る承認装置に設けられているシール情報データベースに
格納されているシール情報のデータ構造を示す図。
【図４】本発明の実施の形態に係る承認装置に設けられているシール付属情報データベー
スに格納されているシール付属情報のデータ構造を示す図。
【図５】本発明の実施の形態に係る会員端末装置の構成を示すブロック図。
【図６】本発明の実施の形態において情報記録媒体として用いられるバーコードシールの
構成を示す平面図。
【図７】本発明の実施の形態に係る承認システムが備える承認装置及び会員端末装置によ
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って実行されるシール発行処理の手順を示すフローチャート。
【図８】本発明の実施の形態に係る承認システムが備える会員端末装置のディスプレイ上
に表示される入力画面の一例を示す図。
【図９】本発明の実施の形態に係る承認システムが備える会員端末装置のディスプレイ上
に表示される入力画面の他の例を示す図。
【図１０Ａ】本発明の実施の形態に係る承認システムが備える承認装置及び店頭端末装置
によって実行される承認処理の手順を示すフローチャート。
【図１０Ｂ】本発明の実施の形態に係る承認システムが備える承認装置及び店頭端末装置
によって実行される承認処理の手順を示すフローチャート。
【図１１】本発明の実施の形態に係る承認システムが備える店頭端末装置のディスプレイ
上に表示される入力画面の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の好ましい実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以
下に示す各実施の形態は、本発明の技術的思想を具体化するための方法及び装置を例示す
るものであって、本発明の技術的思想は下記のものに限定されるわけではない。本発明の
技術的思想は、特許請求の範囲に記載された技術的範囲内において種々の変更を加えるこ
とができる。
【００２１】
　［承認システムの構成］
　図１は、本発明の実施の形態に係る承認システムの構成を示すブロック図である。図１
に示すとおり、本実施の形態の承認システムは、クレジットカード決済の承認を行うため
の承認装置１と、複数の会員端末装置２，２，…と、複数の店頭端末装置３，３，…とを
備えている。承認装置１は、クレジットカード会社に設けられたコンピュータであり、会
員端末装置２，２，…は、各クレジットカード会員（以下、「カード会員」という）側に
設けられたコンピュータである。これらの承認装置１と会員端末装置２，２，…とは、イ
ンターネットＮ１を介して通信可能に接続されている。また、店頭端末装置３，３，…は
、クレジットカードの利用が可能な各店舗側に設けられたバーコードリーダを備える端末
である。店頭端末装置３，３，…と承認装置１とは、専用線ネットワークＮ２を介して通
信可能に接続されている。
【００２２】
　［承認装置の構成］
　以下、上述した承認装置１の詳細な構成について説明する。
　図２は、本発明の実施の形態に係る承認装置１の構成を示すブロック図である。図２に
示すとおり、コンピュータ（承認装置）１は、ＣＰＵ１０、ＲＯＭ１１、ＲＡＭ１２、ハ
ードディスク１３、及び通信インタフェース（Ｉ／Ｆ）１４を備えており、これらのＣＰ
Ｕ１０、ＲＯＭ１１、ＲＡＭ１２、及び通信Ｉ／Ｆ１４は、バス１５によって接続されて
いる。
【００２３】
　ＣＰＵ１０は、ＲＡＭ１２にロードされた各種のコンピュータプログラムを実行する。
これにより、コンピュータ１が本実施の形態の承認装置１として機能することになる。
【００２４】
　ＲＯＭ１１は、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（Erasable PROM）、又はＥＥＰ
ＲＯＭ（Electrically Erasable PROM）等によって構成されており、ＣＰＵ１０にて実行
されるコンピュータプログラム及びその実行の際に用いられるデータ等が記憶されている
。
【００２５】
　ＲＡＭ１２は、ＳＲＡＭ又はＤＲＡＭなどによって構成されている。このＲＡＭ１２は
、ハードディスク１３に記憶されている各種のコンピュータプログラムの読み出し等に用
いられる。また、ＣＰＵ１０が各種のコンピュータプログラムを実行するときに、ＣＰＵ
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１０の作業領域としても利用される。
【００２６】
　ハードディスク１３には、ＣＰＵ１０に実行させるための各種のコンピュータプログラ
ム及び当該コンピュータプログラムの実行に用いられるデータ等が予めインストールされ
ている。また、このハードディスク１３には、カード会員に関する会員情報が格納される
会員情報データベース（ＤＢ）１３Ａと、後述するバーコードシールに関するシール情報
が格納されるシール情報データベース（ＤＢ）１３Ｂと、当該シール情報の付属情報であ
るシール付属情報が格納されるシール付属情報データベース（ＤＢ）１３Ｃとが設けられ
ている。これらの各データベースの詳細については後述する。
【００２７】
　また、ハードディスク１３には、例えば米マイクロソフト社が製造販売するWindows（
登録商標）などのマルチタスクオペレーティングシステムがインストールされている。以
下の説明においては、各種のコンピュータプログラムが当該オペレーティングシステム上
で動作するものとしている。
【００２８】
　通信Ｉ／Ｆ１４は、インターネットＮ１又は専用線ネットワークＮ２を介して承認装置
１が外部の装置と通信するためのインタフェース装置である。承認装置１は、この通信Ｉ
／Ｆ１４を介して、会員端末装置２，２，…及び店頭端末装置３，３，…との間で各種の
データの送受信を行う。
【００２９】
　以下、ハードディスク１３に設けられている各データベースの詳細について説明する。
　（Ａ）会員情報ＤＢ１３Ａ
　会員情報ＤＢ１３Ａに格納される会員情報には、クレジットカードを識別するためのカ
ード番号、クレジットカードの種別及び有効期限、カード会員の氏名及び連絡先、並びに
後述するログイン処理の際に用いられる会員ＩＤ及びパスワード等が含まれている。
【００３０】
　（Ｂ）シール情報ＤＢ１３Ｂ
　図３は、シール情報ＤＢ１３Ｂに格納されているシール情報のデータ構造の一例を示す
図である。図３に示すとおり、シール情報は、シール番号１０１、発行日１０２、カード
番号１０３、利用日１０４、開始時刻１０５、終了時刻１０６、都道府県コード１０７、
市町村コード１０８、シール１情報１０９、シール２情報１１０、シール３情報１１１、
及びシール４情報１１２で構成されている。
【００３１】
　シール番号１０１は、バーコードシールを識別するための識別子である。このバーコー
ドシールは、後述するように承認装置１及び会員端末装置２によって実行されるシール発
行処理により発行される。発行日１０２は、そのようにしてバーコードシールが発行され
た日である。
【００３２】
　カード番号１０３は、バーコードシールと紐付けられたクレジットカードのカード番号
である。バーコードシールが利用された場合、カード番号１０３によりそのバーコードシ
ールと紐付けられたクレジットカードが特定され、そのクレジットカードについて公知の
決済処理が行われることになる。
【００３３】
　利用日１０４は、カード会員がバーコードシールの利用を希望する日であり、開始時刻
１０５及び終了時刻１０６は、当該利用が可能な期間の開始時及び終了時をそれぞれ示す
時刻である。これらの利用日１０４並びに開始時刻１０５及び終了時刻１０６により、バ
ーコードシールの有効期限が規定されることになる。
【００３４】
　都道府県コード１０７及び市町村コード１０８は、カード会員がバーコードシールの利
用を希望する都道府県及び市町村をそれぞれ示すコードである。これらの都道府県コード
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１０７及び市町村コード１０８により、バーコードシールを利用できる地域が限定される
ことになる。
【００３５】
　シール１情報１０９、シール２情報１１０、シール３情報１１１、及びシール４情報１
１２はそれぞれ、各バーコードシールの詳細に関するシール個別情報であり、具体的には
、バーコードシールを貼着する位置を示す貼着位置コード１２１と、バーコードシールを
用いた決済の上限金額を示す金額１２２と、後述する付属情報の有無を示す付属情報フラ
グ１２３とで構成されている。本実施の形態は、１枚のクレジットカードにつき最大４枚
（例えば、本人会員用１枚及び家族会員用３枚等）のバーコードシールを発行することが
できるように構成されているため、シール情報は、シール１情報１０９、シール２情報１
１０、シール３情報１１１及びシール４情報１１２の４つのシール個別情報を有している
。シール個別情報が４つに限定されるわけではないことは勿論であり、その数は発行可能
なバーコードシールの枚数に応じて増減する。
【００３６】
　（Ｃ）シール付属情報ＤＢ１３Ｃ
　図４は、シール付属情報ＤＢ１３Ｃに格納されているシール付属情報のデータ構造の一
例を示す図である。図４に示すとおり、シール付属情報は、シール番号２０１、利用日２
０２、シール１付属情報２０３、シール２付属情報２０４、シール３付属情報２０５、及
びシール４付属情報２０６で構成されている。ここで、シール番号２０１及び利用日２０
２は上述したシール情報におけるシール番号１０１及び利用日１０４と同一の情報である
。また、シール１付属情報２０３、シール２付属情報２０４、シール３付属情報２０５、
及びシール４付属情報２０６は、カード会員の希望により各バーコードシールに印字され
る文言を示す情報である。例えば、各バーコードシールを利用する者の名前等が付属情報
となり得る。
【００３７】
　［会員端末装置の構成］
　次に、上述した会員端末装置２，２，…の詳細な構成について説明する。
　図５は、本発明の実施の形態に係る会員端末装置２の構成を示すブロック図である。図
５に示すとおり、コンピュータ（会員端末装置）２は、ＣＰＵ２０、ＲＯＭ２１、ＲＡＭ
２２、ハードディスク２３、入出力インタフェース（Ｉ／Ｆ）２４、画像出力インタフェ
ース（Ｉ／Ｆ）２５、通信インタフェース（Ｉ／Ｆ）２６を備えており、これらのＣＰＵ
２０、ＲＯＭ２１、ＲＡＭ２２、ハードディスク２３、入出力Ｉ／Ｆ２４、画像出力Ｉ／
Ｆ２５及び通信Ｉ／Ｆ２６は、バス２７によって接続されている。
【００３８】
　ＣＰＵ２０は、ＲＡＭ２２にロードされた各種のコンピュータプログラムを実行する。
これにより、コンピュータ２が本実施の形態の会員端末装置２として機能することになる
。
【００３９】
　ＲＯＭ２１は、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（Erasable PROM）、又はＥＥＰ
ＲＯＭ（Electrically Erasable PROM）等によって構成されており、ＣＰＵ２０にて実行
されるコンピュータプログラム及びその実行の際に用いられるデータ等が記憶されている
。
【００４０】
　ＲＡＭ２２は、ＳＲＡＭ又はＤＲＡＭなどによって構成されている。このＲＡＭ２２は
、ハードディスク２３に記憶されている各種のコンピュータプログラムの読み出し等に用
いられる。また、ＣＰＵ２０が各種のコンピュータプログラムを実行するときに、ＣＰＵ
２０の作業領域としても利用される。
【００４１】
　ハードディスク２３には、ＣＰＵ２０に実行させるための各種のコンピュータプログラ
ム及び当該コンピュータプログラムの実行に用いられるデータ等が予めインストールされ
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ている。このインストールされているコンピュータプログラムの一つに、例えば米マイク
ロソフト社が製造販売するWindows（登録商標）などのマルチタスクオペレーティングシ
ステムがある。以下の説明においては、各種のコンピュータプログラムが当該オペレーテ
ィングシステム上で動作するものとしている。
【００４２】
　入出力Ｉ／Ｆ２４は、例えばUSB，IEEE1394，又はRS-232Cなどのシリアルインタフェー
ス、SCSI，IDE，又はIEEE1284などのパラレルインタフェース、及びＤ／Ａ変換器、Ａ／
Ｄ変換器などからなるアナログインタフェース等から構成されている。この入出力Ｉ／Ｆ
２４には、キーボード及びマウスからなる入力装置２Ａが接続されており、カード会員が
当該入力装置２Ａを操作することにより、コンピュータ２にデータを入力することが可能
になる。
【００４３】
　また、入出力Ｉ／Ｆ２４には、各種の媒体に対して特定の情報を印刷することができる
プリンタ２Ｂが接続されている。後述するように、このプリンタ２Ｂによってバーコード
シールが印刷される。
【００４４】
　画像出力Ｉ／Ｆ２５は、ＬＣＤ又はＣＲＴ等で構成されたディスプレイ２Ｃに接続され
ており、この画像出力Ｉ／Ｆ２５を介してＣＰＵ２０から画像データに応じた映像信号等
がディスプレイ２Ｃに与えられる。ディスプレイ２Ｃは、ＣＰＵ２０より入力された映像
信号等にしたがって、画像（画面）を表示する。
【００４５】
　通信Ｉ／Ｆ２６は、インターネットＮ１を介して会員端末装置２が外部の装置と通信す
るためのインタフェース装置である。会員端末装置２は、この通信Ｉ／Ｆ２６を介して、
承認装置１との間で各種のデータの送受信を行う。
【００４６】
　［バーコードシールの構成］
　本実施の形態では、クレジットカード決済の承認に利用可能な情報記録媒体としてバー
コードシールを用いている。このバーコードシールは、上述したように会員端末装置２が
備えるプリンタ２Ｂによって印刷される。以下、その構成の詳細について説明する。
【００４７】
　図６は、情報記録媒体として用いられるバーコードシールの構成を示す平面図である。
図６において、符号３０１は、バーコードシール作成のためのシール用紙を示している。
このシール用紙３０１は、台紙（離型紙）と、接着層と、印刷層とがこの順に積層された
積層構造をなしている。
【００４８】
　シール用紙３０１の印刷層は、透明で防水性を有しているフィルムで構成されている。
この印刷層の裏面には、バーコードシールが使用できない旨を示す文字（例えば「無効」
、「ＶＯＩＤ」等）が公知の隠し印刷等の手法で印刷されており、当該印刷層が被貼着面
（通常の場合は利用者の身体の皮膚面）から剥離されたときにこの文字が浮き出てくるよ
うに構成されている。このように、バーコードシールが被貼着面に一度貼着された後に剥
離された場合、その剥離されたことの痕跡が残る。後述するように、この痕跡が残ってい
るバーコードシールの使用は禁止されることになる。
【００４９】
　上述したとおり、シール用紙３０１の印刷層は防水性を有している。そのため、バーコ
ードシールの利用者は、当該バーコードシールが身体に貼着された状態で海水浴等を行う
ことが可能である。
【００５０】
　図６に示すように、シール用紙３０１には、４枚のバーコードシール３０１Ａ乃至３０
１Ｄが設けられている。各バーコードシール３０１Ａ乃至３０１Ｄの印刷層には、シール
番号を表すバーコードと、利用者の名前等の付属情報とが印刷されている。ここで、バー
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コードは、紫外線が照射された場合に発光する不可視インクを用いて印刷されており、通
常は無色であるため印刷されていることを確認することはできない（但し、図６において
は、説明の便宜上、バーコードが確認できる態様で示されている。）。そのため、バーコ
ードシールが貼着されていることは他人に気付かれず、不自然に感じられることはない。
【００５１】
　また、図６に示す例では、シール用紙３０１に「利用日」及び「利用地域」が印刷され
ている。この「利用日」は、シール情報における利用日１０４並びに開始時刻１０５及び
終了時刻１０６に相当する情報であり、また、「利用地域」は、シール情報における都道
府県コード１０７及び市町村コード１０８によって特定される地域名である。これらの印
刷内容を確認した上で、各利用者はバーコードシールを自らに貼着することになる。
【００５２】
　なお、名前等の利用者を特定することができる情報が付属情報としてバーコードシール
に印刷されている場合、他人用のバーコードシールを誤って貼着してしまうような事態を
回避することが可能になる。この付属情報の印字は、カード会員の希望に応じて行われる
。
【００５３】
　［承認システムの動作］
　次に、上述したように構成された本実施の形態の承認システムの動作について、フロー
チャート等を参照しながら説明する。なお、本実施の形態の承認システムが実行する主な
処理には、（１）バーコードシールを発光するためのシール発行処理、（２）バーコード
シールが利用された場合にクレジットカード決済の承認を行うための承認処理がある。以
下では、これらの各処理の詳細について説明する。
【００５４】
（１） シール発行処理
　海水浴場、プールまたは温泉浴場等、クレジットカードを所持したり、クレジットカー
ド機能を有する携帯型電話機を携行したりすることが困難な場所に出向く場合に、事前に
、カード会員は、会員端末装置２を用いて承認装置１に対するアクセスを試みる。この場
合に、承認装置１及び会員端末装置２によって、下記のシール発行処理が実行される。な
お、会員端末装置２のプリンタ２Ｂには、上述したシール用紙３０１がセットされている
ものとする。
【００５５】
　図７は、本実施の形態の承認システムが備える承認装置１及び会員端末装置２によって
実行されるシール発行処理の手順を示すフローチャートである。ユーザは、会員端末装置
２を操作し、承認装置１にログインするために必要な会員ＩＤ及びパスワードを入力し、
これら会員ＩＤ及びパスワードを含むログイン情報を承認装置１に対して送信するよう会
員端末装置２に対して指示する。当該指示を受け付けた会員端末装置２は、図７に示すと
おり、ログイン情報を承認装置１に対して送信する（Ｓ１０１）。
【００５６】
　承認装置１は、会員端末装置２から送信されたログイン情報を受信した場合（Ｓ２０１
）、会員情報ＤＢ１３Ａを参照し、受信したログイン情報に含まれるユーザＩＤ及びパス
ワードがユーザ情報ＤＢ１３Ａに格納されているか否かを判定することによってログイン
認証処理を実行する（Ｓ２０２）。ここでログイン認証に失敗した場合、承認装置１は、
ユーザＩＤ及び／又はパスワードが異なるためにログイン認証に失敗した旨を示す情報を
会員端末装置２に対して送信することになる。ここでは、ログイン認証に成功したものと
して以下説明する。
【００５７】
　次に、承認装置１は、バーコードシールを発行するために必要となる情報を入力するた
めの入力画面を含む入力画面情報を会員端末装置２に対して送信する（Ｓ２０３）。会員
端末装置２は、承認装置１から送信された入力画面情報を受信した場合（Ｓ１０２）、受
信した入力画面情報に含まれる入力画面をディスプレイ２Ｃ上に表示する（Ｓ１０３）。
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【００５８】
　図８は、本実施の形態の承認システムが備える会員端末装置２のディスプレイ２Ｃ上に
表示される入力画面の一例を示す図である。図８に示すとおり、この入力画面４０１は、
バーコードシールに関する基本情報を入力するためのものであり、カード会員がバーコー
ドシールの利用を希望する利用日時を入力するための入力欄と、同じく希望する利用地域
を入力するための入力欄と、バーコードシールの発行枚数を入力するための入力欄と、次
の画面に進むための「次へ」ボタン４０１Ａとを有している。なお、図８に示す例では、
利用日時、利用地域のうちの都道府県、及び発行枚数が必須の入力事項となっている。
【００５９】
　カード会員は、会員端末装置２を操作し、ディスプレイ２Ｃ上に表示されている入力画
面４０１の各入力欄に対して情報を入力する。入力終了後、カード会員は、「次へ」ボタ
ン４０１Ａをクリックする。これにより、ディスプレイ２Ｃ上の画面が切り替わり、図９
に示す画面が表示される。
【００６０】
　図９は、本実施の形態の承認システムが備える会員端末装置２のディスプレイ２Ｃ上に
表示される入力画面の他の例を示す図である。図９に示すとおり、この入力画面４０２は
、発行される各バーコードシールに固有の情報を入力するためのものであり、バーコード
シールを貼着する位置を入力するための第１入力欄４０２Ａ、バーコードシールの利用金
額の上限を入力するための第２入力欄４０２Ｂ、バーコードシールに印字される付属情報
の有無を入力するための第３入力欄４０２Ｃ、及び付属情報の内容を入力するための第４
入力欄４０２Ｄを有している。なお、これらの第１入力欄４０２Ａ乃至第４入力欄４０２
Ｄは、発行されるバーコードシール毎に設けられている。入力画面４０２はさらに、基本
情報を入力するための前の入力画面４０１に戻るための「戻る」ボタン４０２Ｅ、及び入
力した情報を承認装置１に対して送信するための「送信」ボタン４０２Ｆを有している。
【００６１】
　カード会員は、会員端末装置２を操作し、ディスプレイ２Ｃ上に表示されている入力画
面４０２の第１入力欄４０２Ａ乃至第４入力欄４０２Ｄに情報を入力する。なお、第１入
力欄４０２Ａには、バーコードシール利用者の身体の特定の箇所を示す情報が入力される
。図９には、１枚目乃至４枚目のバーコードシールの貼着位置がそれぞれ“右腕”、“左
腕”、“左手甲”及び“右頬”である例が示されている。カード会員は、各情報の入力終
了後に「送信」ボタン４０２Ｆをクリックする。また、基本情報の修正が必要となった場
合、カード会員は「戻る」ボタン４０２Ｅをクリックする。
【００６２】
　以上のようにして、会員端末装置２は、カード会員から基本情報の入力を受け付け（Ｓ
１０４）、さらに、シール固有情報の入力を受け付ける（Ｓ１０５）。そして、カード会
員によって入力画面４０２における「送信」ボタン４０２Ｆがクリックされた場合、会員
端末装置２は、入力された基本情報及びシール固有情報を含むシール入力情報を承認装置
１に対して送信する（Ｓ１０６）。
【００６３】
　承認装置１は、会員端末装置２から送信されたシール入力情報を受信した場合（Ｓ２０
４）、受信したシール入力情報に基づいて、バーコードシールが発行可能であるか否かを
判定する（Ｓ２０５）。この判定処理は、シール入力情報に含まれる利用日時及び利用地
域が正しい内容であるか否か、発行枚数が上限数（本実施の形態では４枚）を超えていな
いかどうか、貼着位置が身体の特定の箇所を示しているか否か、利用金額の上限が所定の
金額を超えていないかどうか等を判定することにより行われる。
【００６４】
　ステップＳ２０５にてバーコードシールが発行できないと判定した場合（Ｓ２０５でＮ
Ｏ）、承認装置１は、バーコードシールの発行が不可となった旨を示す発行不可情報を会
員端末装置２に対して送信する（Ｓ２０６）。会員端末装置２は、承認装置１から送信さ
れた発行不可情報を受信した場合（Ｓ１０７）、バーコードシールの発行が不可となった
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旨のメッセージを含む発行不可画面をディスプレイ２Ｃ上に表示する（Ｓ１０８）。この
場合に、カード会員が各情報の再入力を希望するときは、会員端末装置２を操作して、そ
の旨を示す情報を承認装置１へ送信させる。この場合、承認装置１は、再度入力画面情報
を会員端末装置２に対して送信し（Ｓ２０３）、それ以降、承認装置１及び会員端末装置
２が上記と同様の処理を実行する。
【００６５】
　他方、ステップＳ２０５にてバーコードシールが発行可能であると判定した場合（Ｓ２
０５でＹＥＳ）、承認装置１は、シール入力情報に基づいて、図３に示したデータ構造の
シール情報及び図４に示したデータ構造のシール付属情報を生成し、これらのシール情報
及びシール付属情報をシール情報ＤＢ１３Ｂ及びシール付属情報ＤＢ１３Ｃにそれぞれ登
録する（Ｓ２０７）。次に、承認装置１は、発行対象の各バーコードシールを識別するた
めのシール番号を示すバーコードを生成し（Ｓ２０８）、そのバーコードを含む発行シー
ル情報を会員端末装置２に対して送信する（Ｓ２０９）。
【００６６】
　会員端末装置２は、承認装置１から送信された発行シール情報を受信した場合（Ｓ１０
９）、受信した発行シール情報に基づき、プリンタ２Ｂにてバーコードシールを印刷する
（Ｓ１１０）。その結果、図６に示すようなシール用紙３０１に印刷されたバーコードシ
ール３０１Ａ乃至３０１Ｄを得ることができる。
【００６７】
　なお、バーコードシールの印刷が行われた後、発行シール情報は消去され、会員端末装
置２のハードディスク２３上に保存できないようにする。これにより、第三者が発行シー
ル情報を不正に取得してバーコードシールを印刷する等の行為を防止することができる。
【００６８】
　クレジットカードの本人会員及びその家族会員等は、印刷されたバーコードシール３０
１Ａ乃至３０１Ｄをシール用紙から剥がし、自らが申請した身体の特定の位置の皮膚面に
当該バーコードを貼着させて、海水浴場、プール又は温泉浴場等に出向く。その後、クレ
ジットカードによる決済が可能な店舗にて商品を購入する場合に、バーコードシールを利
用したクレジットカード決済を行う。このときに実行されるのが、下記の承認処理である
。
【００６９】
　（２）承認処理
　図１０Ａ及び図１０Ｂは、本実施の形態の承認システムが備える承認装置１及び店頭端
末装置３によって実行される承認処理の手順を示すフローチャートである。店舗の店員は
、店頭端末装置３が備えるバーコードリーダを用いて、商品購入者の身体に貼着されたバ
ーコードシールのバーコードの読み取りを試みる。なお、バーコードシールの裏面に「無
効」等の文字が表示されている場合、すなわちバーコードシールが特定の箇所に貼着され
た後に剥離されたために当該裏面に隠し印刷された文字が浮き出ている場合、この文字と
バーコードとが重複して表示されることになるため、バーコードリーダによるバーコード
の読み取りができなくなる。このように、貼着された後に剥離された場合はバーコードシ
ールの利用が不可能になる。これにより、剥離された後に第三者がバーコードシールを入
手したとしても、これを利用することができなくなるため、不正利用等を防止することが
できる。
【００７０】
　店頭端末装置３は、店員の操作に応じてバーコードの読み取りを行い（Ｓ３０１）、こ
の読み取りに成功した場合に、バーコードシールの貼着位置及び利用金額を入力するため
の入力画面をディスプレイ上に表示する（Ｓ３０２）。
【００７１】
　図１１は、本実施の形態の承認システムが備える店頭端末装置３のディスプレイ上に表
示される入力画面の一例を示す図である。図１１に示すとおり、この入力画面５０１は、
バーコードシールの貼着位置を入力するための第１入力欄５０１Ａと、利用金額を入力す
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るための第２入力欄５０１Ｂと、入力された情報を承認装置１に対して送信するための「
送信」ボタン５０１Ｃとを有している。また、入力画面５０１には、バーコードリーダに
よってバーコードが読み取られた結果得られたシール番号が表示されている。
【００７２】
　店員は、バーコードシールが貼着されている位置を実際に確認した上で、店頭端末装置
３を操作し、ディスプレイ上に表示されている入力画面５０１の第１入力欄５０１Ａにバ
ーコードシールの貼着位置を入力し、さらに、第２入力欄５０１Ｂに購入対象の商品の金
額を入力する。なお、この金額の入力は、商品に取り付けられている値札に表示されてい
るバーコードを読み取ること等により行ってもよい。その後、店員は、「送信」ボタン５
０１Ｃをクリックする。
【００７３】
　以上のようにして、店頭端末装置３は、バーコードシールの貼着位置及び利用金額の入
力を店員から受け付ける（Ｓ３０３）。そして、店員によって入力画面５０１における「
送信」ボタン５０１Ｃがクリックされた場合、店頭端末装置３は、入力されたバーコード
シールの貼着位置及び利用金額を示す情報、シール番号、店舗の所在地を示す店舗所在地
情報、並びにバーコードシールの利用時刻を示す利用時刻情報を含むシール利用情報を承
認装置１に対して送信する（Ｓ３０４）。
【００７４】
　承認装置１は、店頭端末装置３から送信されたシール利用情報を受信した場合（Ｓ４０
１）、シール情報ＤＢ１３Ｂを参照し、シール情報における貼着位置コード１２１と受信
したシール利用情報に含まれる貼着位置を示す情報とを比較することにより、バーコード
シールが実際に貼着されている位置と事前に申請された貼着位置とが一致しているか否か
を判定する（Ｓ４０２）。ここで一致しないと判定した場合（Ｓ４０２でＮＯ）、承認装
置１は、バーコードシールが貼着されている位置が異なっていることを示す貼着位置不一
致情報を店頭端末装置３に対して送信する（Ｓ４０３）。
【００７５】
　なお、ステップＳ４０２においては、比較対象である貼着位置が完全に一致している場
合の他、両貼着位置の一部が一致している場合及び両貼着位置が近傍にある場合等であっ
ても一致していると判定してもよい。例えば、貼着位置コード１２１が「右腕」を示して
いる場合に、バーコードシールが「右肘」に貼着されているときは、完全に一致している
わけではないものの一部は一致していると考えることができるため、ステップＳ４０２に
おいて両貼着位置が一致していると判定してもよい。その他にも、例えば「額」と「顔」
、「頬」と「顔」、「手の甲」と「手」、「膝」と「足」等の場合に一致していると判定
することが可能である。
【００７６】
　店頭端末装置３は、承認装置１から送信された貼着位置不一致情報を受信した場合（Ｓ
３０５）、「貼着位置が異なります。」等のメッセージを含む貼着位置不一致画面をディ
スプレイ上に表示し（Ｓ３０６）、処理を終了する。このように、バーコードシールが実
際に貼着されている位置と事前に申請された貼着位置とが一致しなかった場合はバーコー
ドシールの利用が禁止される。これにより、カード会員ではない第三者がバーコードシー
ルを入手したとしても、この第三者が当該バーコードシールの貼着位置を知らなければ利
用することができないため、不正利用を防止することができる。
【００７７】
　他方、ステップＳ４０２にて貼着位置が一致すると判定された場合（Ｓ４０２でＹＥＳ
）、承認装置１は、シール情報ＤＢ１３Ｂを参照し、シール情報における金額１２２とシ
ール利用情報に含まれる利用金額を示す情報とを比較することにより、上限金額をオーバ
ーしているか否かを判定する（Ｓ４０４）。ここで上限金額をオーバーしていると判定し
た場合（Ｓ４０４でＹＥＳ）、承認装置１は、バーコードシールによる利用金額が事前に
申請されている上限金額をオーバーしていることを示す金額オーバー情報を店頭端末装置
３に対して送信する（Ｓ４０５）。
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【００７８】
　店頭端末装置３は、承認装置１から送信された金額オーバー情報を受信した場合（Ｓ３
０７）、「利用金額が上限を超えています。」等のメッセージを含む金額オーバー画面を
ディスプレイ上に表示し（Ｓ３０８）、処理を終了する。このように、事前に申請された
上限金額を超える金額の決済を行うことはできないため、子供等にも安心してバーコード
シールを利用させることができる。
【００７９】
　また、ステップＳ４０４において利用金額が上限金額をオーバーしていないと判定した
場合（Ｓ４０４でＮＯ）、承認装置１は、シール情報ＤＢ１３Ｂを参照し、シール情報に
おける都道府県コード１０７及び市町村コード１０８とシール利用情報に含まれる店舗所
在地情報とを比較することにより、当該バーコードシールが利用可能な地域での利用であ
るか否かを判定する（Ｓ４０６）。ここで利用可能な地域ではないと判定した場合（Ｓ４
０６でＮＯ）、承認装置１は、店舗が利用できない地域にあることを示す利用不可地域情
報を店頭端末装置３に対して送信する（Ｓ４０７）。
【００８０】
　店頭端末装置３は、承認装置１から送信された利用不可地域情報を受信した場合（Ｓ３
０９）、「この店舗は利用できない地域にあります。」等のメッセージを含む利用不可地
域画面をディスプレイ上に表示し（Ｓ３１０）、処理を終了する。このように、事前に申
請された地域以外の地域での利用を禁止することにより、第三者による不正利用等を防止
することができる。
【００８１】
　また、ステップＳ４０６において利用可能な地域であると判定した場合（Ｓ４０６でＹ
ＥＳ）、承認装置１は、シール情報ＤＢ１３Ｂを参照し、シール情報における利用日１０
４並びに開始時刻１０５及び終了時刻１０６とシール利用情報に含まれる利用時刻情報と
を比較することにより、当該バーコードシールの利用が有効期間内であるか否かを判定す
る（Ｓ４０８）。ここで有効期間内ではないと判定した場合（Ｓ４０８でＮＯ）、承認装
置１は、有効期間外であることを示す有効期間外情報を店頭端末装置３に対して送信する
（Ｓ４０９）。
【００８２】
　店頭端末装置３は、承認装置１から送信された有効期間外情報を受信した場合（Ｓ３１
１）、「有効期間外であるため利用できません。」等のメッセージを含む有効期間外画面
をディスプレイ上に表示し（Ｓ３１２）、処理を終了する。このように、事前に申請され
た期間以外での利用を禁止することにより、第三者による不正利用等を防止することがで
きる。
【００８３】
　また、ステップＳ４０８において有効期間内であると判定した場合（Ｓ４０８でＹＥＳ
）、承認装置１は、パスワードの入力を指示するためのパスワード入力指示情報を店頭端
末装置３に対して送信する（Ｓ４１０）。
【００８４】
　店頭端末装置３は、承認装置１から送信されたパスワード入力指示情報を受信した場合
（Ｓ３１３）、「パスワードを入力して下さい。」等のメッセージを含むパスワード入力
画面をディスプレイ上に表示した上で、購入者からパスワードの入力を受け付ける（Ｓ３
１４）。次に、店頭端末装置３は、入力されたパスワードを含むパスワード情報を承認装
置１に対して送信する（Ｓ３１５）。
【００８５】
　承認装置１は、店頭端末装置３から送信されたパスワード情報を受信した場合（Ｓ４１
１）、会員情報ＤＢ１３Ａを参照し、会員情報におけるパスワードと受信したパスワード
情報に含まれるパスワードとが一致するか否かを判定する（Ｓ４１２）。なお、本実施の
形態ではこのように会員情報におけるパスワードを比較対象としているが、この会員情報
におけるパスワードとは別のパスワードをバーコードシールの利用者から事前に受け付け
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ておき、そのパスワードとパスワード情報に含まれるパスワードとを比較するようにして
もよい。この場合、バーコードシール毎にパスワードを設定するが可能となる。
【００８６】
　ステップＳ４１２にてパスワードが一致しないと判定した場合（Ｓ４１２でＮＯ）、承
認装置１は、パスワードが一致しなかったことを示すパスワード不一致情報を店頭端末装
置３に対して送信する（Ｓ４１３）。店頭端末装置３は、承認装置１から送信されたパス
ワード不一致情報を受信した場合（Ｓ３１６）、パスワードが一致しなかったために承認
されなかったことを示す不承認画面をディスプレイ上に表示し（Ｓ３１７）、処理を終了
する。
【００８７】
　他方、ステップＳ４１２にてパスワードが一致したと判定した場合（Ｓ４１２でＹＥＳ
）、承認装置１は、クレジットカード会社のカード決済システム等と協働して、バーコー
ドシールと紐付けられているクレジットカードの信用照会のための処理（オーソリ処理）
を実行する（Ｓ４１４）。このオーソリ処理は公知のものと同様の処理であり、例えばク
レジットカードの有効期限が経過していなかどうか等を確認する。オーソリ処理で承認が
得られなかった場合、その旨を示す情報が承認装置１から店頭端末装置３へ送信される。
ここでは、オーソリ処理により承認が得られたものとして説明を続ける。
【００８８】
　次に、承認装置１は、承認に成功したことを示す承認成功情報を店頭端末装置３に対し
て送信する（Ｓ４１５）。店頭端末装置３は、承認装置１から送信された承認成功情報を
受信した場合（Ｓ３１８）、当該承認を識別するための承認番号、店舗名、及び利用金額
等を示した承認成功画面をディスプレイ上に表示し（Ｓ３１９）、処理を終了する。これ
により、購入者は、バーコードシールを利用して商品購入の支払いを行うことが可能とな
る。
【００８９】
　以上のように、本実施の形態では、カード会員が、クレジットカードそのもの又はクレ
ジットカード機能を有する携帯型電話機を所持していなくても、自らの身体に貼着された
バーコードシールを利用することによって、クレジットカード決済を行うことができる。
そのため、海水浴場、プール及び温泉浴場等、クレジットカード及び携帯型電話機を携行
することが困難な場合であっても、クレジットカードによる決済を利用することが可能に
なる。
【００９０】
　（その他の実施の形態）
　上記の実施の形態では、クレジットカードを利用するための情報が記録されている情報
記録媒体としてバーコードシールを用いているが、本発明はこれに限定されるわけではな
い。例えば、ＱＲコード（登録商標）等の二次元コードが印刷された媒体を情報記録媒体
として用いてもよい。
【００９１】
　また、上記の実施の形態では、一旦貼着されたバーコードシールが剥離された場合に、
剥離されたことを示す痕跡を残すことにより、不正利用の防止を図っているが、それ以外
の態様により同様の効果を実現することもできる。例えば、一旦貼着された後に剥離され
た場合に再貼着できない粘着層をバーコードシールが備える構成が考えられる。このよう
な粘着層は、例えば剥離された場合に空気中の水分を吸収することによって硬化する反応
性粘着剤等を用いることにより容易に実現することができる。この場合、バーコードが身
体に貼着した状態でなければ当該バーコードシールの利用を不可とする運用を行うことに
より、剥離された後に第三者が当該バーコードシールを不正に利用することを防止するこ
とが可能となる。
【００９２】
　また、上記の実施の形態では、バーコードシールが利用者の身体の皮膚面に直接貼着す
る例が示されているが、本発明はこのような態様に限定されるわけではない。例えば、利
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着するような態様であってもよい。この場合でも、利用者の身体の特定の位置に対応する
位置にバーコードシールを貼着することにより、上述したバーコードシールの貼着位置を
用いた認証が行われることになる。
【００９３】
　また、上記の実施の形態では、貼着位置の判定を承認装置が行っているが、当該判定を
人手により行うようにしてもよい。具体的には、店頭端末装置３が承認装置１からシール
情報における貼着位置コード１２１を取得してこれをディスプレイ上に表示し、それを店
員が参照した上で実際にバーコードシールが貼着されている位置を確認し、両貼着位置が
一致しているか否かを当該店員が判定する等の態様が想定される。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明の承認システム及び承認方法はそれぞれ、クレジットカードによる決済の承認を
行う承認システム及び承認方法等として有用である。
【符号の説明】
【００９５】
　１　承認装置
　１０　ＣＰＵ
　１１　ＲＯＭ
　１２　ＲＡＭ
　１３　ハードディスク
　１３Ａ　会員情報データベース
　１３Ｂ　シール情報データベース
　１３Ｃ　シール付属情報データベース
　１４　通信インタフェース
　１５　バス
　２　会員端末装置
　２Ａ　入力装置
　２Ｂ　プリンタ
　２Ｃ　ディスプレイ
　２０　ＣＰＵ
　２１　ＲＯＭ
　２２　ＲＡＭ
　２３　ハードディスク
　２４　入出力インタフェース
　２５　画像出力インタフェース
　２６　通信インタフェース
　２７　バス
　３　店頭端末装置
　３０１　シール用紙
　３０１Ａ乃至Ｄ　バーコードシール
　Ｎ１　インターネット
　Ｎ２　専用線ネットワーク
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